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(57)【要約】
【課題】省スペース化の要請にマッチし、デザイン上の
統一感も阻害することなく、比較的低コストで駐車場等
の施設に対して十分な緑化対策を施すことを可能とする
技術を提供する。
【解決手段】設置面35に対し水平に配置されたＨ形鋼15
と、Ｈ形鋼15のフランジ18, 18に対して着脱自在に接続
される一対の延長カバー16, 16を備えたケース14と、こ
のケース14内におけるＨ形鋼15のウェブ19上に、交換可
能に収納される植栽ユニット12とからなる緑化システム
10。植栽ユニット12は、少なくとも防根排水シート50と
、これに包まれた土壌53と、土壌53中に根茎部55が植え
られた植物54とを備える。ケース14の上面には、植物54
の先端を外部に導出するための開口部42が形成されてい
る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設置面に対し水平に配置されたＨ形鋼と、上記Ｈ形鋼のフランジに対して着脱自在に接
続されるカバーを備えたケースと、
　このケース内における上記Ｈ形鋼のウェブ上に、交換可能に収納される植栽ユニットと
からなり、
　この植栽ユニットは、少なくとも防根排水シートと、この防根排水シートに包まれた土
壌と、当該土壌中に根茎部が植えられた植物とを備え、
　上記ケースの上面には、上記植物の先端を外部に導出するための開口部が形成されてい
ることを特徴とするＨ形鋼を用いた緑化システム。
【請求項２】
　上記カバーが、上記Ｈ形鋼の一方のフランジの外面に対して着脱自在に接続される第１
のカバー部材と、上記Ｈ形鋼の他方のフランジの外面に対して着脱自在に接続される第２
のカバー部材とからなることを特徴とする請求項１に記載のＨ形鋼を用いた緑化システム
。
【請求項３】
　上記カバーが、上記Ｈ形鋼の各フランジ上端よりも上方向に延長された側壁板を備えて
いることを特徴とする請求項１または２に記載のＨ形鋼を用いた緑化システム。
【請求項４】
　上記Ｈ形鋼が、駐車場建物の各フロアの周囲に設けられた転落防止柵のガードレールで
あることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載のＨ形鋼を用いた緑化システム。
【請求項５】
　上記ケースの上面近傍に灌水パイプが配設されており、この灌水パイプから上記開口部
を介して上記植物に水が供給されることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載のＨ形
鋼を用いた緑化システム。
【請求項６】
　上記Ｈ形鋼のウェブに排水口が形成されており、
　この排水口には、排水を一定の方向に案内するための導水管が接続されていることを特
徴とする請求項１～５の何れかに記載のＨ形鋼を用いた緑化システム。
【請求項７】
　　上記Ｈ形鋼の一方のフランジの外面側に、上記植物の蔓等を絡ませて所定方向に生育
させるための生育補助材が設けられていることを特徴とする請求項１～６の何れかに記載
の駐車場緑化システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は駐車場等の緑化システムに係り、特にＨ形鋼を利用して植物の生育環境を形
成する術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大型のショッピングセンターや遊戯施設等においては、自動車で来訪した利用者のため
に、複数階に亘る自走式の駐車場が併設されているケースが多い。
　一方で、近年では温暖化対策や都市景観向上の一環として、条例により大型駐車場の建
設に際し一定の緑化対策を講じることが義務付けられるようになってきている（非特許文
献１参照）。
【０００３】
　駐車場の緑化対策としては、例えば非特許文献２に示すように、駐車場の駐車スペース
全面に植物を生育させるものが提案されているが、日光が十分に届かない屋内駐車場に適
用するのは難しく、導入コストやランニングコストが嵩むという問題もあった。
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【０００４】
　また、非特許文献３に示すように、駐車場建物の周辺の地面に蔓性の植物を植え、駐車
場建物の外壁に設置したワイヤやネット等に蔓等を絡ませることで、壁面緑化を行うこと
も考えられるが、階数の多い駐車場の場合には上層階まで蔓を登らせることが難しいとい
う問題があった。
【０００５】
【非特許文献１】駐車場緑化ガイド　インターネットＵＲＬ：https://www.kankyo.metro
.tokyo.jp/nature/green/attachement/parking_plant.pdf　検索日：平成２８年２月２２
日
【非特許文献２】駐車場緑化用システム Green Techno Parking　インターネットＵＲＬ
：http://www.daitoutg.co.jp/prd/prd_gtp.html　検索日：平成２８年２月２２日
【非特許文献３】ヘデラ登ハンシステム／立体駐車場壁面緑化　インターネットＵＲＬ：
http://www.daitoutg.co.jp/exp/popup/hd_ex_p2.html　検索日：平成２８年２月２２日
【０００６】
　自走式の駐車場には一般に、自動車の転落を防止するための柵が設けられているが、こ
の転落防止柵の上に複数の植栽プランターを設置して植物を生育させることも行われてい
る。
【０００７】
　図１１はその一例を示すものであり、複数階を有する駐車場建物66の各階に設けられた
転落防止柵62上に、複数の植栽プランター90を載置・固定した構成を備えている。
　この転落防止柵62は、Ｈ形鋼よりなる梁部63と、この梁部63の上面に垂直に接続された
Ｈ形鋼よりなる複数本の支柱64と、各支柱64の上に渡されたＨ形鋼よりなるガードレール
65とを備えている。
【０００８】
　各植栽プランター90には、ヘデラカナリエンシス等の蔓性または下垂性等の植物54が植
えられている。
　また、駐車場建物66の外面には、ワイヤーメッシュ57が取り付けられている。
　このため、植物54の先端をワイヤーメッシュ57に絡ませて下方等に誘導することにより
、比較的容易に建物の壁面緑化を実現することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし一方で、図１２に示すように、各植栽プランター90は、転落防止柵62のガードレ
ール65上に固定されたＨ形鋼よりなる一対の支持脚92, 92上に載置・固定されるため、そ
の分、余計なスペースが取られるのみならず、観る者に凸凹した印象を与え、デザイン上
の統一感が阻害されるという問題も生じていた。
【００１０】
　この発明は、このような従来の問題を解決するために案出されたものであり、省スペー
ス化の要請にマッチし、またデザイン上の統一感も阻害することなく、比較的低コストで
駐車場等の施設に対して十分な緑化対策を施すことを可能とする技術の提供を目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するため、請求項１に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムは、設置
面に対し水平に配置されたＨ形鋼と、上記Ｈ形鋼のフランジに対して着脱自在に接続され
るカバーを備えたケースと、このケース内における上記Ｈ形鋼のウェブ上に、交換可能に
収納される植栽ユニットとからなり、この植栽ユニットは、少なくとも防根排水シートと
、この防根排水シートに包まれた土壌と、当該土壌中に根茎部が植えられた植物とを備え
、上記ケースの上面には、上記植物の先端を外部に導出するための開口部が形成されてい
ることを特徴としている。
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【００１２】
　請求項２に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムは、請求項１のシステムであって、上
記カバーが、上記Ｈ形鋼の一方のフランジの外面に対して着脱自在に接続される第１のカ
バー部材と、上記Ｈ形鋼の他方のフランジの外面に対して着脱自在に接続される第２のカ
バー部材とからなることを特徴としている。
【００１３】
　請求項３に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムは、請求項１または２のシステムであ
って、上記カバーが、上記Ｈ形鋼の各フランジ上端よりも上方向に延長された側壁板を備
えていることを特徴としている。
【００１４】
　請求項４に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムは、請求項１～３のシステムであって
、上記Ｈ形鋼が、駐車場建物の各フロアの周囲に設けられた転落防止柵のガードレールで
あることを特徴としている。
【００１５】
　請求項５に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムは、請求項１～４のシステムであって
、上記ケースの上面近傍に灌水パイプが配設されており、この灌水パイプから上記開口部
を介して上記植物に水が供給されることを特徴としている。
【００１６】
　請求項６に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムは、請求項１～５のシステムであって
、上記Ｈ形鋼のウェブに排水口が形成されており、またこの排水口には、排水を一定の方
向に案内するための導水管が接続されていることを特徴としている。
【００１７】
　請求項７に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムは、請求項１～６のシステムであって
、さらに、上記Ｈ形鋼の一方のフランジの外面側に、植物の蔓等を絡ませて所定の方向（
下方または上方等）に生育させるための生育補助材（メッシュ材やワイヤー、パネル等）
が設けられていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムにあっては、現在、建設資材としてあ
らゆる建造物において多用されているＨ形鋼を緑化システムの主要な構成部材として利用
しているため、既存の建物や施設内に比較的容易に緑化対策を施すことが可能となる。
　また、Ｈ形鋼の両フランジ及びウェブからなる凹部を植栽ユニットの収納スペースとし
て利用するものであるため、植栽プランターを別途設置する場合に比べてスペース及びコ
ストを節約することができ、デザイン上の統一感も確保し易い利点を備えている。
【００１９】
　請求項２に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムの場合、カバーが分割式であるため、
植栽ユニットの設置や交換時に一方のカバー部材を取り外せば済む利点を備えている。
【００２０】
　請求項３に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムの場合、カバーがＨ形鋼のフランジよ
りも高い側壁板を備えているため、ケース内に植物の生育に十分な量の土壌や培地を充填
することが可能となる。
【００２１】
　請求項４に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムの場合、既設の屋内駐車場に対して容
易に緑化対策を施すことが可能となる。
【００２２】
　請求項５に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムの場合、植物の生育に不可欠な水を容
易に供給できる利点を有している。
【００２３】
　請求項６に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムの場合、排水口から排出された水が導
水管を介して必要な方向に誘導されるため、排水が設置面に無秩序に拡散することを有効
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に防止することが可能となる。
【００２４】
　請求項７に記載したＨ形鋼を用いた緑化システムの場合、植栽ユニットに植えられた蔓
性等の植物を下方または上方等に向けて生育させる方式であるため、極めて容易に建物の
壁面緑化を促進することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１は、この発明に係るＨ形鋼を用いた緑化システム10の主要な構成要素である植栽ユ
ニット12と、これを収納するケース14とを示す部分断面図である。
【００２６】
　ケース14は、図２に示すように、Ｈ形鋼15と、Ｈ形鋼15の外面に装着される一対の延長
カバー16, 16と、Ｈ形鋼15及び各延長カバー16, 16の両端部分を閉塞する一対の蓋部材17
, 17とを備えている。
【００２７】
　Ｈ形鋼15は、一対のフランジ18, 18と、各フランジ18, 18の内面中央部を接続するウェ
ブ19とを備えており、各フランジ18, 18の外面には、複数のネジ穴20が形成されている。
　また、ウェブ19の中央部には、一定の間隔をおいて排水口21が複数形成されている。
【００２８】
　延長カバー16は、側壁板24と、側壁板24の上端側を直角に折り曲げて形成した天井板25
と、天井板25の先端側を直角に折り曲げて形成した折返し部26を備えている。
　また、各延長カバー16の側壁板24には、Ｈ形鋼15との接合用の複数の貫通孔27と、蓋部
材17との接合用の複数のネジ穴28が形成されている。
【００２９】
　各蓋部材17は、矩形状の閉塞板30と、閉塞板30の上辺に対し直角に連結された上板31と
、両側辺に対し直角に連結された一対の側板32とを備えている。
　また、各側板32には、延長カバー16との接合用の貫通孔33が複数形成されている。
【００３０】
　Ｈ形鋼15は、そのウェブ19が設置面35と平行する向きに配置され、設置面35に垂直に立
設されたＨ形鋼よりなる複数の脚部36の頂面に載置されている。
　また、Ｈ形鋼15と各脚部36は、接続板37を介して固定されている。
　すなわち、図３に示すように、接続板37の下部は脚部36のウェブ38に溶接されると共に
、上部はＨ形鋼15のウェブ19に形成された矩形状貫通孔39に挿通され、Ｈ形鋼15のフラン
ジ18, 18の内面に溶接されている（図２）。
【００３１】
　ケース14の組立は、以下の手順に従う。
(1) 各延長カバー16, 16の側壁板24, 24の下端を、Ｈ形鋼15の各フランジ18, 18の下端に
合わせる。
(2) 各延長カバー16, 16の貫通孔27にボルト40を挿通し、Ｈ形鋼15のフランジ18, 18に形
成されたネジ穴20に螺合させる。
(3) 各延長カバー16, 16の両端に蓋部材17, 17を宛がう。
(4) 図４に示すように、各蓋部材17, 17の貫通孔33にネジ41を挿通し、各延長カバー16, 
16に形成されたネジ穴28に螺合させる。
　組立完了後において、各延長カバー16, 16の天井板25, 25間には、数cm（例えば２～４
cm）程度の長方形状の開口部42が形成される。
【００３２】
　なお、図４に示すように、各延長カバー16, 16の天井板25, 25に、上板43及び側板44, 
44を備えた断面コ字形状の押え金具45を複数装着した後、押え金具45の側板44, 44に形成
された貫通孔46にネジ47を挿通し、延長カバー16, 16側に形成されたネジ穴48に螺合させ
ることにより、ケース14の剛性を高めることもできる。
【００３３】
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　植栽ユニット12は、防根排水シート50と、この防根排水シート50に包まれた基盤材（人
工培地）51と、不織布52と、土壌53とを備えている（図１）。
　防根排水シート50は、例えばポリエステル薄地織物等よりなる。
　基盤材51は、保水性に優れた素材（例えばロックウールや粒状綿、スポンジ等）よりな
る。
　上記土壌53中には、ヘデラカナリエンシス等の蔓性または下垂性等の植物54の根茎部55
が埋設されている。
　植栽ユニット12は、予めプランター56内に配置されており、植物54が所定の大きさにな
るまで生育される。
【００３４】
　植栽ユニット12をケース14内に移設する際には、図５に示すように、前面側の延長カバ
ー16を取り外した上で、防根排水シート50の両端部50a, 50bを手で掴んで上に持ち上げ、
植物54ごとＨ形鋼15のウェブ19上に載置する。
【００３５】
　その後、前面側の延長カバー16をＨ形鋼15に取り付けることにより、図６に示すように
、ケース14内に植栽ユニット12が収納される。
　図示の通り、防根排水シート50の両端部50a, 50bは内側に折り込まれ、延長カバー16, 
16の天井板25, 25の裏側に配置される。
　また植物54の先端は、天井板25, 25間の開口部42から外部に導出され、背面側の延長カ
バー16の背後に配置されたワイヤーメッシュ57の外側に倒しておく。ワイヤーメッシュ57
の代わりに、他の生育補助材（パネルやワイヤー等）を用いることもできる。
【００３６】
　前面側の延長カバー16の天井板25上には、灌水パイプ58が配設されており、この灌水パ
イプ58からは一定の間隔をおいて複数の支管59が分岐されている。
　この支管59は土壌53に深く埋設されており、その先端部は不織布52まで到達している。
この結果、不織布52の下に配置された基盤材51には、灌水パイプ58及び支管59を介して定
期的に水が供給される。
【００３７】
　なお、上記のように灌水パイプ58から分岐された複数の支管59を土壌53に深く埋設させ
て水を供給する代わりに、多数の放水口を備えた給水パイプをケース14の開口部42上に配
設し、上記放水口から水を土壌53の表面に供給するようにしてもよい。
【００３８】
　この緑化システム10は、自走式の屋内駐車場に設置された既存の転落防止柵に容易に適
用することができる。
　ここで「転落防止柵」とは、自走式駐車場の各階の周囲に設けられる一種のガードレー
ルであり、駐車スペースにバックで進入してきた自動車が、誤って場外に転落することを
防止する機能を果たすものである。
　図７に示すように、転落防止柵62は、Ｈ形鋼よりなる梁部63と、この梁部63の上面に垂
直に接続されたＨ形鋼よりなる複数本の支柱64と、各支柱64の上に渡されたＨ形鋼よりな
るガードレール65とを備えている。
【００３９】
　この転落防止柵62は、工場において梁部63と各支柱64とが溶接された状態で現場に搬送
される。そして、駐車場建物66の柱67に垂直に接合されたブラケット68の端面と、転落防
止柵62の梁部63の端面とが突き合わされ、スプライスプレート69及び高力ボルト70を介し
て両者間が連結される。
　つぎに、ガードレール65が各支柱64上に載置され、溶接またはボルトとナットを介して
固定される。
　このＨ形鋼よりなるガードレール65のフランジに、一対の延長カバー16及び蓋部材17を
取り付けることで、ケース14を容易に形成することができる。
【００４０】
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　図８はその一例を示すものであり、複数階を有する駐車場建物66に対し、下の階から順
番に、転落防止柵62のガードレール（Ｈ形鋼）65に延長カバー16及び蓋部材17を取り付け
てケース14を形成し、その内部に植物54を植えた複数の植栽ユニット12を収納させると共
に、天井板25上に灌水パイプ58が配設されていく様子が示されている。
　駐車場建物66の外面には、ワイヤーメッシュ57が取り付けられている。
【００４１】
　図９は、駐車場建物66中のあるフロア72を天井側より観察した模式図であり、当該フロ
ア72を取り囲む複数の転落防止柵62のガードレール65に延長カバー16及び蓋部材17を取り
付けて複数のケース14を形成し、それぞれの内部に植栽ユニット12を配置させた様子が示
されている。
　灌水パイプ58は、各ケース14の天井板25上に配設されているが、途中に柱67が存在する
場合には、屋内側あるいは屋外側に湾曲させることで、これらを回避している。
【００４２】
　灌水パイプ58の一端には電磁弁73が接続されており、この電磁弁73の開閉によって、水
道等の水源から水が供給される。図中の符号74は、水源側の開閉弁を示している。
　上記電磁弁73は、コントローラ75からの信号に基づいて開閉制御される。
　コントローラ75は、各種センサからの入力に基づいて検知した気温や天候に応じて、一
定の時間間隔で電磁弁73を開閉する。
　このコントローラ75は、コントロールセンター等に配置されたコンピュータ（図示省略
）により、通信ネットワークを介して遠隔制御されている。
【００４３】
　上記のワイヤーメッシュ57は、その上端辺57aがケース14の開口部42よりもだいぶ高い
位置に来るように取り付けられると、植物54の蔓が上方に向かってしまい、壁面緑化が難
しくなる可能性がある。
　これに対し、その上端辺57aがケース14の開口部42よりも若干高い位置か、開口部42と
同じ位置、あるいは開口部42よりも若干低い位置に来るようにワイヤーメッシュ57を取り
付けることにより、これに植物54の蔓を絡ませて下方に伸びるように誘導することができ
る。
【００４４】
　この緑化システム10の場合、駐車場建物66に不可欠の設備である転落防止柵62のＨ形鋼
（ガードレール65）をケース14の主要構成部材として転用することにより、転落防止柵62
自体を植栽プランター化するものであるため、通常は遊んでいるスペースを有効利用して
駐車場の緑化を促進することができる。
【００４５】
　また、当然ながら一般的なプランターを設置する場合に比べて省スペース化が可能であ
り、特に奥行をほぼＨ形鋼の横幅寸法にまで短縮化できる。
　もちろん、植物54の生育のためには一定量の土壌や培地が必要となるが、延長カバー16
の側壁板24の高さを上に伸ばすことでケース14の容量を十分に確保することができる。
【００４６】
　さらに、植栽プランターを用いた場合のように不自然な凸凹が生じないため、全体とし
てスタイリッシュな外観となり、デザイン上の違和感を大幅に軽減することができる。
【００４７】
　ケース14の上面の大部分が天井板25で覆われており、土壌53が露出していないこともデ
ザイン性の向上に寄与している。
　また、この天井板25の存在により、風で土壌53が吹き飛ばされることや、余計な雑草が
生えることも抑えられている。
　ただし、ケース14の上面に天井板25を設けることなく、全面開口とすることもできる。
【００４８】
　各植物54は、従来の壁面緑化手法のように下（地面側）から上に向けて蔓を這わす代わ
りに、重力に逆らうことなく上から下に向けて垂らす仕組みであるため、駐車場建物66の
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壁面緑化が容易かつ確実に実現できる。
　ただし、場合によっては植物54の蔓等を上方または側方に向けて生育させることにより
、駐車場建物66の壁面緑化を実現してもよい。
【００４９】
　途中で一部の植物54が枯れてしまった場合であっても、前面側の延長カバー16を取り外
し、該当の植栽ユニット12を交換するだけで対応できる。
【００５０】
　上記においては、Ｈ形鋼15の各フランジ18の外面にそれぞれ延長カバー16をネジ止めす
ることでケース14を形成する例を示したが、この発明はこれに限定されるものではない。
【００５１】
　例えば、前面側の延長カバー16の下端とＨ形鋼15のフランジ18との間を蝶番を介して回
動自在に連結することもできる。
　このように前面側の延長カバー16を開閉式とすることにより、延長カバー16を取り外す
ことなく、植栽ユニット12を容易に交換することが可能となる。
【００５２】
　あるいは、Ｈ形鋼15の上に１個の箱形延長カバーをすっぽりと被せ、当該箱形延長カバ
ーの側面とＨ形鋼15のフランジ18間を固定するように構成してもよい。
　この場合、植物54は箱形延長カバーの上面に形成された開口より外部に導出される。
【００５３】
　この緑化システム10は、上記のように駐車場の転落防止柵62に適用する場合に限定され
るものではなく、緑化対策が求められるあらゆる場所（例えば住宅のベランダやバルコニ
ー、工場、レストラン、病院、学校、公園等）において実現可能であることはいうまでも
ない。
【００５４】
　図１０は、Ｈ形鋼15のウェブ19に形成された排水口21に対し、導水管80を上から挿通さ
せた後、その先端にＬ字管81を取り付けた例を示している。
　この結果、植栽ユニット12から排出された水を排水路82等の排水設備まで案内すること
ができ、排水が設置面35に無秩序に拡散することを有効に防止できる。
　なお、導水管80の上端には、排水口21の口径よりも広い鍔部83が形成されているため、
導水管80が脱落することはない。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】この発明に係るＨ形鋼を用いた緑化システムの植栽ユニットとケースとを示す部
分断面図である。
【図２】ケースの全体構成を示す分解斜視図である。
【図３】ケースの一端側を示す斜視図である。
【図４】ケースの組立後の全体構成を示す斜視図である。
【図５】植栽ユニットをケース内に移設する様子を示す部分断面図である。
【図６】この発明に係るＨ形鋼を用いた緑化システムの完成状態を示す部分断面図である
。
【図７】自走式の屋内駐車場に設けられた転落防止柵を示す正面図である。
【図８】転落防止柵を利用してこの発明に係る緑化システムを構成した例を示す正面図で
ある。
【図９】転落防止柵を利用してこの発明に係る緑化システムを構成した例を示す平面図で
ある。
【図１０】ケースに導水管を設けた例を示す部分断面図である。
【図１１】従来の駐車場の緑化方法を例示する正面図である。
【図１２】従来の駐車場の緑化方法を例示する概略斜視図である。
【符号の説明】
【００５６】
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10　　Ｈ形鋼を用いた緑化システム
12　　植栽ユニット
14　　ケース
15　　Ｈ形鋼
16　　延長カバー
17　　蓋部材
18　　フランジ
19　　ウェブ
21　　排水口
24　　側壁板
25　　天井板
30　　閉塞板
35　　設置面
36　　脚部
42　　開口部
45　　押え金具
50　　防根排水シート
51　　基盤材
52　　不織布
53　　土壌
54　　植物
57　　ワイヤーメッシュ
58　　灌水パイプ
59　　支管
62　　転落防止柵
65　　ガードレール
66　　駐車場建物
72　　フロア
73　　電磁弁
75　　コントローラ
80　　導水管
81　　Ｌ字管
82　　排水路
83　　鍔部
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